
 

 

住民原案の申出 

（§15） 

市⾧の判断 

（§16） 

≪変更の必要あり≫ 

・原案の作成（§16） 

≪変更の必要なし≫ 

・通知（§18Ⅰ） 

・都市計画審議会（§18Ⅱ） 

旧 稲城市地区計画等の案の作成手続に関する条例 

・原案の公告、縦覧（§19） 

・説明会の開催（§20） 

・意見の提出(§21) 

都市計画審議会への

住民原案の提出 

（§17） 



 

 

 

特定事業 

（§28Ⅰ） 

特定事業構想 

（§28Ⅱ、Ⅲ） 

標識設置 

(§30Ⅱ) 

住民説明 

（§30Ⅳ） 

住民説明報告 

（§30Ⅴ） 

見解書の提出 

（§32Ⅰ） 

意見書の提出 

（§31） 

指導・助言 

（§29） 

公告・縦覧 

（§30Ⅰ） 

標識設置報告 

（§30Ⅲ） 

見解公表 

（§32Ⅱ） 

調整会の開催請求 

（§33） 

調整会の開催 

（§34） 

調整案の作成 

（§35） 

調整の打ち切り 

（§36） 

調整会等の組織及

び運営（§37） 

変更の届出 

（§38） 



 

 

 

開発等事業 

（§39） 

事前審査願 

（§41） 

標識設置 

(§42Ⅰ) 

設置基準 

（§43） 

住民説明 

（§42Ⅱ） 

事業計画承認申請 

（§40） 

住民説明報告 

（§42Ⅲ） 

適合審査 

（§44） 

協定書の締結 

（§45） 

事業計画承認書/不承認書 

（§44） 

勧告 

（§52） 

是正命令 

（§53） 

・罰則(§55) 

・両罰規定（§56） 

公表 

（§54） 

委任 

（§57） 


